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１　はじめに

　　本資料は、令和３年１月から１２月までの１年間における被害者配慮制度の運用状

　況及び原則検察官送致対象事件の概況を取りまとめたものである（令和４年３月集計）。

　　参考として、一部の表を除き、過去５年分（平成２９年から令和３年まで）のデー

　タを掲載した。

　　なお、本資料の数値は、当局の実情調査の結果に基づく概数であり、今後の集計整

　理により、異同訂正が生じることがある。

　

２　本資料上の注意

（１）本資料において、被害者配慮制度とは、少年法（以下「法」という。）に定めら

　　れた、①被害者等による記録の閲覧及び謄写（法第５条の２）、②被害者等の申出

　　による意見の聴取（法第９条の２）、③一定の重大事件の被害者等による少年審判

　　の傍聴（法第２２条の４）、④被害者等に対する審判状況の説明（法第２２条の６）

　　及び⑤被害者等に対する審判結果の通知（法第３１条の２）をいう。

（２）本資料において、原則検察官送致対象事件とは、故意の犯罪行為により被害者を

　　死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき１６歳以上の少年に係るもの（法

　　第２０条第２項）をいう。

（３）各項目別割合は、小数点第二位を四捨五入したものであり、比率の合計が１００

　　とならない場合及び小計として表示されている比率と一致しない場合がある。
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１　被害者配慮制度の運用状況について

(1)　被害者等による記録の閲覧及び謄写

　（令和２年７月集計）。表１　記録の閲覧及び謄写の運用状況

人 数
比 率

（％）
申　出
資格外

審　判
不開始

その他

平成２９年 1,064 1,039 97.7 9 0 1 8 16

３０年 936 894 95.5 23 0 16 7 19

令和　元年 925 903 97.6 9 0 7 2 13

２年 927 887 95.7 5 2 2 1 35

３年 821 800 97.4 8 0 2 6 13

５年累計 4,673 4,523 96.8 54 2 28 24 96

（注）１　「申出人数」は、その年に制度を利用したか、申出を取り下げた又はこれを認めない判断が

　　　　された被害者等の延べ人数である。

　　　２　「比率（％）」は、「申出人数」に対するものである。
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(2)　被害者等の申出による意見の聴取

表２　意見聴取の運用状況

　（令和２年７月集計）。

人　数
比　率
（％）

期　日 期日外

平成２９年 236 223 94.5 9 101 113 13

３０年 214 207 96.7 19 90 98 7

令和　元年 251 240 95.6 25 102 113 11

２年 254 248 97.6 12 118 118 6

３年 272 266 97.8 18 106 142 6

５年累計 1,227 1,184 96.5 83 517 584 43

（注）１　「申出人数」は、その年に制度を利用したか、申出を取り下げた又はこれを認めない判断がさ

　　　　れた被害者等の延べ人数である。

　　　２　「比率（％）」は、「申出人数」に対するものである。

図１　聴取方法の内訳（平成２９年１月から令和３年１２月までの累計）
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(3)　一定の重大事件の被害者等による少年審判の傍聴

表３　審判傍聴の運用状況

　（令和２年７月集計）。
事件数

（人数）
比　率（％）
（人数比）

平成２９年 78 38 36 94.7

(82) (73) (89.0)

３０年 68 29 25 86.2

(54) (47) (87.0)

令和　元年 51 21 20 95.2

(39) (37) (94.9)

２年 60 33 28 84.8

(61) (51) (83.6)

３年 67 27 24 88.9

(53) (50) (94.3)

５年累計 324 148 133 89.9

(289) (258) (89.3)

（注）１　「傍聴対象事件数」には、致傷事件のうち、生命に重大な危険が生じたとして被害者等から

　　　　申出がされたが、裁判所が傍聴対象事件として取り扱わなかったものを含む。

　　　２　「申出のあった事件数（申出人数）」には、申出を取り下げたものを含む。

　　　３　「比率（％）（人数比）」は、「申出のあった事件数（申出人数）」に対するものである。

　　　４　１件の事件につき、複数の被害者等から申出があった場合は、１人でも許可されれば、許可

　　　　されたものとして集計している。

傍聴対象
事 件 数

年　次
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図２　非行別傍聴実施件数（平成２９年１月から令和３年１２月までの累計）

（注）１　許可された被害者等が傍聴しない場合があるため、許可件数と実施件数は一致しないことが

　　　　ある。

　　　２　「殺人」及び「自殺関与・同意殺人」には、未遂を含む。

　　　３　「過失運転致死傷」には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱及び無免許運転により

　　　　加重された罪に係る非行を含む。

　　　４　本図の非行名には、その正犯のほか共犯を含む。
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(４)　被害者等に対する審判状況の説明

表４　審判状況の説明の運用状況

　（令和２年７月集計）。

人　数
比　率
（％）

口　頭 書　面
申　出
資格外

審　判
不開始

その他

平成２９年 313 302 96.5 9 294 8 0 2 6 3

３０年 301 287 95.3 6 284 12 0 9 3 2

令和　元年 294 280 95.2 6 277 13 0 7 6 1

２年 313 301 96.2 9 293 8 0 5 3 4

３年 326 317 97.2 7 310 8 0 7 1 1

５年累計 1,547 1,487 96.1 37 1,458 49 0 30 19 11

（注）１　「申出人数」は、その年の事件終局までに申出をした被害者等の延べ人数である。

　　　２　「比率（％）」は、「申出人数」に対するものである。

　　　３　「口頭」又は「書面」には、口頭及び書面により説明した場合を含む。

　　　４　実施しなかった理由の「その他」には、被害者等が審判を傍聴した結果、別途、審判状況を

　　　　説明する必要がなくなったと判断された場合等が含まれている。
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(５)　被害者等に対する審判結果の通知

表５　審判結果通知の運用状況

　（令和２年７月集計）。

平成２９年

３０年

令和　元年

２年

３年

５年累計

（注）　「申出人数」は、その年に制度を利用したか、申出を取り下げた又はこれを認めない判断がさ

　　　れた被害者等の延べ人数である。

854 849 99.4

年　次 申出人数
実　施

人　数 比　率（％）

824 817 99.2

870 869 99.9

4,169 4,154 99.6
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841 840 99.9

780 779 99.9



2　原則検察官送致対象事件の概況について

表６　原則検察官送致対象事件の終局処分別歴年比較

　（令和２年７月集計）。

人

員

比

率
（

％

）

総

数

保

護

観

察

施

設

等

送

致

児
童
自
立
支
援

少

年

院

送

致

第

１

種

少

年

院

送

致

第

２

種

少

年

院

送

致

第

３

種

平成２９年 17 9 52.9 8 1 0 6 0 1 0 0 0

３０年 14 11 78.6 3 0 0 3 0 0 0 0 0

令和　元年 10 4 40.0 5 1 0 3 0 1 0 0 1

２年 28 14 50.0 14 2 0 8 4 0 0 0 0

３年 25 14 56.0 10 2 0 8 0 0 0 0 1

５年累計 94 52 55.3 40 6 0 28 4 2 0 0 2

（注）１　法第５５条の規定により地裁から移送されたものを除く。

　　　２　「比率（％）」は、「総数」に対するものである。

図３　原則検察官送致対象事件の終局処分別構成比
　　（平成２９年１月から令和３年１２月までの累計）
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表７　原則検察官送致対象事件の非行別終局処分別比較（令和３年）

総

数

保

護

観

察

施

設

等

送

致

児

童

自

立

支

援

少

年

院

送

致

第

１

種

少

年

院

送

致

第

２

種

少

年

院

送

致

第

３

種

総 数 25 14 10 2 0 8 0 0 0 0 1

　（令和２年７月集計）。殺 人 7 1 6 1 0 5 0 0 0 0 0

傷 害 致 死 12 8 3 1 0 2 0 0 0 0 1

危 険 運 転
致 死

6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0

（注）１　法第５５条の規定により地裁から移送されたものを除く。

　　　２　「殺人」には、刑法２０２条の罪を含む。

　　　３　本表の非行名には、その正犯のほか共犯を含む。

　　　４　該当がない非行については、記載していない。
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表８　原則検察官送致対象事件の非行別終局処分別比較

　　　（平成２９年１月から令和３年１２月までの累計）

総

数

保

護

観

察

施

設

等

送

致

児

童

自

立

支

援

少

年

院

送

致

第

１

種

少

年

院

送

致

第

２

種

少

年

院

送

致

第

３

種

　（令和２年７月集計）。総 数 94 52 40 6 0 28 4 2 0 0 2

殺 人 41 14 26 5 0 16 3 2 0 0 1

強 盗 殺 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

強 盗 致 死 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

傷 害 致 死 29 17 11 1 0 9 1 0 0 0 1

危 険 運 転
致 死

18 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0

（注）１　法第５５条の規定により地裁から移送されたものを除く。

　　　２　「殺人」には、刑法２０２条の罪を含む。

　　　３　本表の非行名には、その正犯のほか共犯を含む。

　　　４　該当がない非行については、記載していない。
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図４　原則検察官送致対象事件の非行別終局処分別構成比

　　（平成２９年１月から令和３年１２月までの累計）
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